
第３期 学校改革！教職員の時間創造プログラム【概要版】
（業務量管理・健康確保措置実施計画）

～教職員がゆとりを持ってこどもたちと向き合える環境をつくっていくために～

（１）策定の目的

第１期プログラム（2018年度～2020年度）では、教職員の勤務時間外の在校時間が縮減され
るなど、働き方改革に一定の成果が見られました。第２期プログラム（2021年度～2025年度）

では、当初３年間の予定を２年延長し、勤務時間外の在校時間の縮減や年次有給休暇の取得日数
の増加など、教職員の勤務環境に改善の兆しが見え始めています。

第３期では、教職員が心身の健康を保ち、ゆとりを持って業務にあたれるよう、時代の変化に
対応した持続可能な学校運営の実現を目指していきます。

（２）プログラムの期間及び対象

期間：令和８年度（2026年度）から令和１０年度（2028年度）までの３年間
対象：市立の幼稚園、小中学校、高等学校、専門学校及び特別支援学校の全教職員

（３）プログラムの位置づけ
熊本市教育振興基本計画〔熊本市教育大綱〕（令和６年３月策定）
・基本方針（３）「最適な教育環境の整備」 ・施策の方向性②「働き方改革の推進」
について、教職員の長時間勤務の実態を改善するための個別プログラムであり、「業務量管
理・健康確保措置実施計画」も兼ねている。

プログラムの達成目標

（１）時間外在校等時間に関する目標

【目標１】正規の勤務時間外の在校等時間が

１か月平均４５時間を超える教職員数０人
≪R3:735人（17.9%） R4:719人（17.6%） R5:552人（13.1%） R6:482人（11.5%）≫

【目標２】１人あたりの正規の勤務時間外の在校等時間が

１か月平均３０時間を超える学校０校（園）
≪R3:87校（59.6%） R4:83校（56.8%） R5:62校（42.5%） R6:48校（32.9%）≫

（２）ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標

【目標３】心のゆとりや自分の時間が増えた等と感じた教職員の割合 ６０％以上
≪R3:56.0% R4:54.2% R5:55.6% R6:56.2%≫

【目標４】教職員１人あたりの年休の年間平均取得日数 １８日以上
≪R3:12.2日 R4:14.7日 R5:17.2日 R6:18.0日≫

最終目標である、「正規の勤務時間外在校等時間１か月あたり４５時間以内」

「正規の勤務時間外在校等時間１年あたり３６０時間以内」

を達成するために、まずは本プログラムに取り組みながら、以下４つの目標を達成していく。

プログラム策定にあたって
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４つの柱と具体的取組

（１）部活動の見直し（継続）
・R9年度からの「新しい学校部活動」では、部活動
に関する業務は地域人材を積極的に活用し、教職
員は指導を希望する者のみが指導を行います。

（２）教育課程等の総合的な見直し（継続）
・教職員が正規の勤務時間内に授業以外の業務時間
を確保できるよう、学校行事や日課の見直しを行
います。

（３）休暇取得の推進（継続）
・計画年休の実施や閉庁日の設定の工夫など、休暇
取得の推進に向けた取組を行います。

（４）小学校における一部教科担任制の充実（拡充）
・高学年での取組成果を活かし、学校の実態に合わせ

ながら、小学校全体での一部教科担任制を推奨します。

柱１ 持続可能な学校運営に向けた
さらなる教育活動の工夫

（１）授業等におけるICTの効果的な活用（拡充）
・ICTを活用した教材や指導案、実践事例等を教員全

体で共有化し、教員の教材研究等の負担の軽減を図
ります。

（２）多様な場所で働ける環境の整備（継続）
・業務の内容や時期に応じて在宅勤務を行うなど、多

様な場所での勤務を進めます。

（３）デジタル採点システムの活用（新設）
・デジタル採点システムを活用することで、採点に掛

かる時間を削減し、他の業務に充てる時間を確保し
ます。

（４）既存システムの改善（継続）
・情報システム関連業務の課題等を整理した上で、シ

ステムの更新において改善策を反映させます。

柱２ 新しい時代の働き方を
創造するDXの推進

（１）再任用教員等の活用（継続）
・学校運営サポーター、不登校対策サポーター及びフ
レンドリーオンライン学習支援員の配置を進めてい
きます。

（２）SC・SSWによる支援体制の充実（拡充）
・SCやSSWを配置し、関係機関と連絡・調整を進め、
こどもにかかる課題や環境の改善を行います。

（３）地域人材の活用（継続）
・モデル事業を進めるなかで、地域と学校をつなぐ
「地域コーディネーター」を配置し多様で有効な地
域人材の活用を図っていきます。

柱３ 多様な人材の活用による
学校支援

（１）勤務体制等の改善（継続）
・勤務時間の繰上げ・繰下げ制度やフレックスタイム
制など、様々な働き方を選択できるようにします。

・勤務間インターバル制度の導入により、終業時刻か
ら次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間を設
けるようにします。

（２）健康及び福祉の確保（新設）
・職員数50人未満の学校（園）も含め、ストレスチェ
ックの実施率100%を維持するとともに、実施後の集
団分析の結果等も活用して職場環境の改善を維持し
ます。

・学校問題相談員として、精神的な悩み等を抱えてい
る教職員に対する精神科医師又は臨床心理士による
相談面接を実施します。

（３）教頭業務の整理と改善（継続）
・特に負担の大きい「文書収受及び調査回収」につい
ては、教育委員会事務局と学校とで連携をしながら
改善を進めていきます。

・校内における教頭の業務分担について、主幹教諭、
教務主任や事務職員等と分担可能な業務の洗い出し
を行っていきます。

（４）学校事務の整理と改善（継続）
・学校事務職員の業務の集約化及び効率化を行います。
それにより、業務量を減らすとともに事務職員が学
校経営へ参画する仕組みを作ります。

（５）養護教諭業務の整理と改善（新設）
・中学校に配置している不登校対策サポーターを小学
校にも巡回するようにし、業務の負担軽減につなげ
ます。

・各種調査や文書等の簡略化や電子化による負担軽減
を図っていきます。

（６）栄養教諭等業務の整理と改善（新設）
・業務上必要な早出出勤等に合わせた柔軟な勤務時間
の設定ができるようにします。

・学校における食育の推進にあたっては、栄養教諭等
が中心となり、職員同士が連携して学校全体で取り
組みます。

（７）管理職マネジメント研修の充実（継続）
・管理職向けICT活用研修を行います。
・管理職マネジメント力強化推進「研究モデル校」を
選定し、研修を実施するとともに、その成果を翌年
以降の新任管理職研修に反映させ、改善を図ります。

（８）不当な要求等への対応支援（新設）
・専門家による学校現場への支援や助言を推進するた
めに、学校からの要望、人員・組織体制などを整理
し、学校に対しての支援の方法や助言の仕組みを分
かりやすく示します。これにより、現場のニーズに
応じた支援体制を強化していきます。

・教職員が安心して相談できる体制を構築するために、
過去の事例や学校からの声をもとに課題を整理し、
教職員が気軽に相談できる窓口や仕組みを整えます。
相談体制の充実により、教職員が孤立することなく、
安心して対応できる環境づくりを進めます。

柱４ 働きやすい環境づくりへの
意識改革や創意工夫
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